
弁護士無料法律相談（利用条件あり）
期日　1月 9日 ･16 日・2月 6日㈭
場所　福岡法務局八女支局
予約　法テラス福岡
☎ 050-3383-5502�or�050-3383-5501
なんでも人権相談所

（八女人権擁護委員協議会）
日時　2月 20 日㈭ 13 時～ 16 時
場所　はなやぎの里
問福岡法務局八女支局�☎ 0943-23-2603
行政相談
日時　1月 22 日㈬ 13 時～ 15 時
場所　はなやぎの里
問総務課　☎ 0943-32-1255
心配ごと相談
日時　�1月8日･22日㈬9時～15時
場所　はなやぎの里
問はなやぎの里　☎ 0943-32-3768
身体障がい者相談
日時　1月 7日㈫ 10 時～ 12 時
場所　はなやぎの里
問福祉課　☎ 0943-32-1113
補聴器相談
日時　1月 21 日㈫ 15 時～ 16 時
場所　はなやぎの里
問福祉課　☎ 0943-32-1113
知的障がい者相談
日程などを調整しますので、福祉課（☎
0943-32-1113）へご連絡ください。
結婚サポートセンター
登録料　3,000 円 /2 年間
問八女市立花庁舎南別館�☎ 0943-22-5900

保育園・幼稚園
からのお知らせ 相談はお気軽に

ご意見やチェックリスト、ア
ンケートなどを記入して「あ
なたの声」を送っていただ
いた人へ、「まち子ちゃん
シール」をお贈りします（抽
選で 3人、同年度 1回のみ）

心愛保育園　　　　☎ 0943-32-4004
● 1月 17 日 ･24 日・31 日㈮
　英会話の先生と英語にふれよう（時
間はお問い合わせください）
● 1月 14 日㈫ 10:00 ～ 10:30
　キララの先生によるお話し会
●毎週㈪～㈮ 10:00 ～ 11:00 園庭開放
斗和保育園（チャイルドハウス）

☎ 0943-32-2722
● 1月 7日㈫ 10:00 ～ 11:30
　ベビーデー、お正月遊び（どうぶ
つ福笑いなど、要水筒）
● 1月 20 日㈪ 10:30 ～ 12:00
　親子体操［未就園児対象］
　専任の講師が親子で楽しめる運動
や遊びを指導します。（要タオル・水筒）
●毎週㈪～㈮ 10:00 ～ 13:00
　園庭開放［未就園児対象、要受付］
●毎週㈪～㈮ 8:30 ～ 17:30
　一時保育受付中［要事前登録］
上広川保育園　　　☎ 0943-32-1925
●毎週㈪～㈮ 13:00 ～ 17:00 園庭開放
中広川保育園（ポラーノの広場）

☎ 0943-32-4850
下広川保育園　　　☎ 0942-52-3804
八女学院広川幼稚園　☎ 0943-32-4172
● 1月 30 日㈭ 13:00 ～ 14:30
　ママ塾［要申し込み（ライン・電話）］
　トコトコ新園舎多目的室で、おひな
さま飾りを作ります。詳しくはホーム
ページや Instagram、Facebook をご
確認ください。

まち子ちゃんシール
プレゼント

公共施設などの電話番号

広川町役場　　　☎ 0943-32-1111 ㈹
FAX�0943-32-5164

保健 ･福祉センター ｢はなやぎの里 ｣
☎ 0943-32-3768

広川町産業展示会館　☎0943-32-5555
八女警察署　　　　�☎0943-22-5110
八女警察署広川交番　☎0943-32-0399
八女消防署　　　　�☎0943-24-0119
八女消防署広川分署　☎0943-32-2119
古墳公園資料館［㈪休館］

☎ 0942-54-1305

チェックリスト

今月号の良かったページにチェッ
クをお願いします。

□新年のごあいさつ
□企業版ふるさと納税インタビュー
□NEW�FACE
□ TOWN�INFORMATION
□ 1月のイベント
□ホットな消費者News
□広川町立図書館へ行こう！
□もっと知りたい！商工会＆観光協会
□人権問題を考える
□学校教育
□お知らせのページ
□ふるさと再発見
□MY�TOWN�TOPICS
□そのほか（　　　　　ページ）

ご自由にお書きください（イラスト可）

教育相談
毎週㈫・㈮ 13 時～ 17 時
問専用電話　☎ 0943-32-1685
不在時：学校教育係　☎ 0943-32-0093
救急車？病院？迷ったら�#7119
年中無休、24時間受け付け
問県救急医療情報センター　☎#7119
困りごと相談室（要予約）
日時　1月 23 日㈭ 10時～ 16時
場所　はなやぎの里
予約　福岡県自立相談支援事務所

☎ 0942-38-8501



あなたの

声
を届けてください！

　広報紙を読んだ感想や今
後取り上げてほしい記事、
広川町への思い、町に対す
る質問・意見・提案など、
どんなことでも結構です。
（イラストや写真も可）

問協働推進課まちづくり係
☎ 0943-32-1196

1

八 女 局
承　　認

326
差出有効期限
平成32年４月
30日まで

料金受取人払郵便
８３４ ０１１５

架空請求の相談が急増しています

ホットな消費者 News

お問い合わせ

消費者ホットライン�☎ 188　久留米市消費生活センター�☎ 0942-30-7700　福岡県警察�☎ 110または♯9110

Q 自宅に身に覚えのない請求ハガキが届きました
どのように対処したらいいのでしょうか？

　自宅に「訴訟最終告知」と書かれたハガキが届
きました。内容に全く心当たりがなく、何の請求
なのか分かりません。
　ハガキの下部に問い合わせ先として電話番号が

記載されていますが、こちらへ連絡した方が良い
のでしょうか？　それともハガキ自体無視して大
丈夫なのでしょうか？

A 架空請求は情報を完全に把握しているわけではありません
心当たりがない場合は無視しましょう

　有料サイトの利用料や買った覚えのない商品代
金など、架空請求はハガキや電子メール、SMS
などさまざまな手段で請求してきます。法務省や
有名企業、消費生活センターなどの機関名をかた
り、民事訴訟や差し押さえなどの法的措置をとる
と不安をあおるものもあります。
　架空請求は情報を完全に把握しているわけでは
ありません。記載されている連絡先へ連絡すると、

個人情報を聞き出され、その情報をもとにさらに
金銭を要求される可能性があります。
　心当たりがない場合は、ハガキを処分したり、
メールを削除したりし、連絡先へは連絡しないよ
うにしましょう。少しでも「あやしい」「おかしい」
と感じたら、お近くの消費生活センターへご相談
ください。


